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一 般 会 計



議案第１号

　令和６年度珠洲市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

　（債務負担行為）

　することができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

　（地方債）

　額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第３表　地方債」による。

　（一時借入金）

　２，０００，０００千円と定める。

　（歳出予算の流用）

　することができる場合は、次のとおりと定める。

　　同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和６年３月１１日提出

珠洲市長　泉谷　満寿裕

－ 1 －

　(1)　各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における

令和６年度珠洲市一般会計予算

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度

第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２９，８０５，０００千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為を



第１表　　　　　　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入
（単位：千円）

款 項 金額

  1 市税 1,246,969

  1 市民税 544,135

  2 固定資産税 512,982

  3 軽自動車税 52,449

  4 市たばこ税 98,496

  5 入湯税 4,164

  6 都市計画税 34,743

  2 地方譲与税 140,000

  1 地方揮発油譲与税 27,000

  2 自動車重量譲与税 82,000

  3 森林環境譲与税 31,000

  3 利子割交付金 450

  1 利子割交付金 450

  4 配当割交付金 5,000

  1 配当割交付金 5,000

  5 株式等譲渡所得割交付金 5,000

  1 株式等譲渡所得割交付金 5,000

  6 法人事業税交付金 28,000

  1 法人事業税交付金 28,000

  7 地方消費税交付金 320,000

  1 地方消費税交付金 320,000

－ 2 －



－ 3 －

  3 委託金 2,821

 15 県支出金 2,930,528

  1 国庫負担金 404,857

  2 国庫補助金 8,421,842

  2 手数料 36,964

 14 国庫支出金 8,829,520

 13 使用料及び手数料 90,443

  1 使用料 53,479

  1 分担金 27

  2 負担金 21,372

  1 交通安全対策特別交付金 1,353

 12 分担金及び負担金 21,399

  1 地方交付税 6,552,912

 11 交通安全対策特別交付金 1,353

    方税減収補填特別交付金 600

 10 地方交付税 6,552,912

  1 地方特例交付金 3,000

  2 新型コロナウイルス感染症対策地

  1 環境性能割交付金 15,000

  9 地方特例交付金 3,600

款 項 金額

  8 環境性能割交付金 15,000

（単位：千円）



　　歳　　入　　合　　計　　

－ 4 －

  1 県負担金 2,472,875

（単位：千円）

款 項 金額

  2 県補助金 423,715

  3 委託金 33,938

 16 財産収入 7,438

  1 財産運用収入 7,338

  2 財産売払収入 100

 17 寄附金 200,000

  1 寄附金 200,000

 18 繰入金 1,057,134

  1 基金繰入金 1,052,894

  2 特別会計繰入金 4,240

 19 繰越金 1

  1 繰越金 1

 20 諸収入 89,953

  1 延滞金、加算金及び過料 302

8,260,300

  2 市預金利子 1

  3 貸付金元利収入 6,173

  1 市債 8,260,300

29,805,000

  4 雑入 83,477

 21 市債



－ 5 －

  5 災害ごみ処理費 15,807,000

  3 水道費 180,981

  4 病院費 648,789

  1 保健衛生費 253,776

  2 清掃費 1,265,727

  5 災害救助費 2,833,162

  4 衛生費 18,156,273

  3 生活保護費 159,684

  4 生活困窮自立支援費 4,188

  1 社会福祉費 1,547,630

  2 児童福祉費 587,658

  6 監査委員費 25,136

  3 民生費 5,132,322

  4 選挙費 7,196

  5 統計調査費 13,236

  2 徴税費 113,768

  3 戸籍住民基本台帳費 74,335

  2 総務費 1,860,217

  1 総務管理費 1,626,546

  1 議会費 135,173

  1 議会費 135,173

歳　出
（単位：千円）

款 項 金額



（単位：千円）

款 項 金額

  5 労働費 22,799

  1 労働諸費 22,799

  6 農林水産業費 288,269

  1 農業費 181,164

  2 林業費 85,160

  3 水産業費 16,670

  4 漁港費 5,275

  7 商工費 321,050

  1 商工費 321,050

  8 土木費 745,449

  1 土木管理費 75,399

  2 道路橋りょう費 205,725

  3 河川海岸費 4,273

  4 港湾費 153

  5 都市計画費 433,490

  6 住宅費 22,409

  7 急傾斜地対策費 4,000

  9 消防費 627,369

  1 消防費 627,369

 10 教育費 811,360

  1 教育総務費 126,088

－ 6 －



－ 7 －

29,805,000　　歳　　出　　合　　計　　

  1 公債費 1,493,719

200,000

  1 予備費 200,000

 13 予備費

  2 農林水産施設災害復旧費 7,000

 12 公債費 1,493,719

 11 災害復旧費 11,000

  1 公共土木施設災害復旧費 4,000

  4 社会教育費 172,625

  5 保健体育費 193,395

  2 小学校費 184,282

  3 中学校費 134,970

（単位：千円）

款 項 金額



第２表 債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

第３表  地 方 債

（単位：千円）

5.0％以内

－ 8 －

市営無料バス運行事業費
（過疎債ソフト分）

飲用井戸等整備事業
（過疎債ソフト分）

災害対策債

見直し方式で借

り入れる資金に

当該見直し後の

利率）

5,200
（ただし、利率

10,000

見直しを行った ることができる。

後においては、

証 券 発 行

7,903,500

59,000

起債の方法

又　は

還期限を短縮し、もしくは

ついて、利率の 繰上償還又は低利に借換す

　借入先の融資条件による。

　ただし、市財政その他の

都合により据置期間及び償

起 債 の 目 的 償 還 の 方 法

3,000
バス路線維持対策事業費
（過疎債ソフト分）

普 通 貸 借

4,300

わくわく広場管理費
（過疎債ソフト分）

滞在交流施設日置管理費
（過疎債ソフト分）

利　率限　度　額

事 項 期 間 限 度 額

戸籍システム標準化・共通化に係るシステム
改修業務

令 和 ７ 年 度 １０,０５４

令和９年度評価替えに伴う固定資産評価
支援業務

令和７年度～令和８年度 ９,６１３



（単位：千円）

5.0％以内

－ 9 －

歳入欠かん債 111,300

高等学校通学費助成事業費
（過疎債ソフト分）

1,500

臨時財政対策債 14,500

令和6年災害復旧事業費（集会所） 10,000

災害援護資金貸付事業費 35,000

り入れる資金に

証 券 発 行

当該見直し後の

利率）

還期限を短縮し、もしくは

ついて、利率の 繰上償還又は低利に借換す又　は

見直しを行った

後においては、

ることができる。

各種商工振興事業費
（過疎債ソフト分）

7,100

普 通 貸 借 　借入先の融資条件による。

奥能登広域圏事務組合負担金
（消防総務費）

56,800

（ただし、利率 　ただし、市財政その他の

見直し方式で借 都合により据置期間及び償

観光施設指定管理委託事業費
（過疎債ソフト分）

14,200

観光推進事業費補助金
（過疎債ソフト分）

2,000

観光施設維持管理費
（過疎債ソフト分）

15,900

起債の方法 利　率起 債 の 目 的 償 還 の 方 法

（社）シルバー人材センター事業費
（過疎債ソフト分）

7,000

限　度　額



国 民 健 康 保 険 特 別 会 計



議案第２号

　令和６年度珠洲市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

　（一時借入金）

　借入れの最高額は、１１０，０００千円と定める。

　（歳出予算の流用）

　ることができる場合は、次のとおりと定める。

　　一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　(2)　保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費

　　の各項の間の流用

令和６年３月１１日提出

珠洲市長　泉谷　満寿裕

－ 11 －

　(1)　各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同

令和６年度珠洲市国民健康保険特別会計予算

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，７６９，９６５千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す



－ 12 －

  2 雑入 296

1,769,965　　歳　　入　　合　　計　　

  7 諸収入 298

  1 延滞金、加算金及び過料 2

  6 繰越金 1

  1 繰越金 1

  5 繰入金 212,917

  1 繰入金 212,917

  4 財産収入 178

  1 財産運用収入 178

  3 県支出金 1,411,938

  1 県補助金 1,411,938

  1 国民健康保険税 144,623

  2 使用料及び手数料 10

  1 手数料 10

第１表　　　　　　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入
（単位：千円）

款 項 金額

  1 国民健康保険税 144,623



－ 13 －

  6 公債費 10

款 項 金額

歳　出
（単位：千円）

42,344

  1 総務管理費 26,901

  2 徴税費 15,262

  1 総務費

  3 運営協議会費 181

  2 保険給付費 1,316,230

  1 療養諸費 1,116,746

  2 高額療養費 192,200

  3 移送費 261

  4 出産育児諸費 5,003

  5 葬祭諸費 2,000

  6 結核諸費 20

  3 国民健康保険事業費納付金 350,868

  1 医療給付費分 227,340

  2 後期高齢者支援金等分 92,313

  3 介護給付金分 31,215

  4 保健事業費 43,617

  1 特定健康診査等事業費 16,293

  2 保健事業費 27,324

  5 基金積立金 179

  1 基金積立金 179



（単位：千円）

款 項 金額

  7 諸支出金 15,717

  1 償還金及び還付加算金 4,501

  2 繰出金 11,216

  8 予備費 1,000

  1 予備費 1,000

 △共同事業拠出金 －

 △共同事業拠出金 －

1,769,965　　歳　　出　　合　　計　　

－ 14 －

  1 公債費 10



介 護 保 険 特 別 会 計



議案第３号

　令和６年度珠洲市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

　（一時借入金）

　借入れの最高額は、８０，０００千円と定める。

　（歳出予算の流用）

　ることができる場合は、次のとおりと定める。

　　一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　(2)　保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費

　　の各項の間の流用

令和６年３月１１日提出

珠洲市長　泉谷　満寿裕

－ 15 －

令和６年度珠洲市介護保険特別会計予算

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，８１３，００８千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

　(1)　各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同



－ 16 －

  1 繰越金 1

  2 基金繰入金 47,568

  8 繰越金 1

  7 繰入金 470,946

  1 一般会計繰入金 423,378

  6 財産収入 3

  1 財産運用収入 3

  1 県負担金 396,370

  2 県補助金 20,348

  1 支払基金交付金 733,456

  5 県支出金 416,718

  2 国庫補助金 404,002

  4 支払基金交付金 733,456

  3 国庫支出金 865,138

  1 国庫負担金 461,136

  2 使用料及び手数料 5

  1 手数料 5

  1 保険料 326,058

款

  1 介護保険料 326,058

第１表　　　　　　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入
（単位：千円）

項 金額



－ 17 －

  2 雑入 677

　　歳　　入　　合　　計　　 2,813,008

  9 諸収入 683

  1 延滞金、加算金及び過料 6

（単位：千円）

款 項 金額



－ 18 －

　　歳　　出　　合　　計　　 2,813,008

  5 予備費 100

  1 予備費 100

  4 諸支出金 806

  1 償還金及び還付加算金 806

  3 基金積立金 4

  1 基金積立金 4

  2 その他諸費 1,517

  3 地域支援事業費 133,882

  1 介護サービス及び介護予防サービ

    ス等諸費 2,636,960

  3 介護認定審査会費 14,837

  2 保険給付費 2,772,359

39,739

  1 総務管理費 24,452

  2 徴収費 450

歳　出
（単位：千円）

款 項 金額

  1 総務費



後期高齢者医療特別会計



議案第４号

　令和６年度珠洲市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

令和６年３月１１日提出

珠洲市長　泉谷　満寿裕

令和６年度珠洲市後期高齢者医療特別会計予算

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２７７，８６９千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

－ 19 －



－ 20 －

  2 雑入 16,365

　　歳　　入　　合　　計　　 277,869

  4 諸収入 16,366

  1 延滞金、加算金及び過料 1

  3 繰入金 116,685

  1 繰入金 116,685

  2 使用料及び手数料 10

  1 手数料 10

  1 後期高齢者医療保険料 144,808

  1 後期高齢者医療保険料 144,808

款 項 金額

第１表　　　　　　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入
（単位：千円）



－ 21 －

  1 予備費 100

　　歳　　出　　合　　計　　 277,869

  1 償還金及び還付加算金 900

  5 予備費 100

  1 後期高齢者健康診査 16,373

  4 諸支出金 900

  1 負担金 252,128

  3 後期高齢者健康診査 16,373

  2 徴収費 1,077

  2 分担金及び負担金 252,128

  1 総務費 8,368

  1 総務管理費 7,291

歳　出
（単位：千円）

款 項 金額



賃 貸 住 宅 事 業 特 別 会 計



議案第５号

　令和６年度珠洲市の賃貸住宅事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

令和６年３月１１日提出

珠洲市長　泉谷　満寿裕

令和６年度珠洲市賃貸住宅事業特別会計予算

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２５，９２０千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

－ 23 －



　　歳　　出　　合　　計　　

－ 24 －

1,820

25,920

  1 基金積立金

  1 住宅管理費 24,100

  2 基金積立金 1,820

款 項 金額

  1 住宅管理費 24,100

歳　出
（単位：千円）

　　歳　　入　　合　　計　　 25,920

  2 財産収入 3

  1 財産運用収入 3

  1 住宅使用料 25,917

  1 住宅使用料 25,917

款 項 金額

第１表　　　　　　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入
（単位：千円）



病 院 事 業 会 計



（総　　則）

第１条　令和６年度珠洲市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

病 院 事 業

　　　（１） １５６ 床 床

７ 床 床

１６３ 床 床

　　　（２） ２１,９００ 人 人

７２,９００ 人 人

　　　（３） ６０ 人 人

３００ 人 人

　　　（４） ３６５ 日 日

２４３ 日 日

　　　（５） ７４,８３７ 千円

２４２,１３４ 千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　収　　　　　入

第１款

　第１項

　第２項

　第３項

第２款

　第１項

　第２項

　第３項

　　支　　　　　出

第１款

　第１項

　第２項

　第３項

－ 25 －

医 業 外 費 用 １３１,５４０ 千円

特 別 損 失 １ 千円

病 院 事 業 費 用 ３,４８４,４４９ 千円

医 業 費 用 ３,３５２,９０８ 千円

大 谷 診 療 所 特 別 利 益 １ 千円

大 谷 診 療 所 医 業 収 益 １,８４５ 千円

大谷診療所医業外収益 １１８ 千円

特 別 利 益 ２ 千円

診 療 所 事 業 収 益 １,９６４ 千円

医 業 収 益 ２,１９７,４６７ 千円

医 業 外 収 益 ４９２,０３１ 千円

院 内 設 備 更 新
事 業 費

千円 －

病 院 事 業 収 益 ２,６８９,５００ 千円

主な建設改良事業 営 業 設 備 費 千円 －

外 来 患 者 数 ３

診 療 実 日 数 入 院 －

外 来 ４９

年 間 患 者 数 入 院 患 者 数 －

外 来 患 者 数 １５５

一 日 平 均 患 者 数 入 院 患 者 数 －

結 核 病 床 －

計 －

議案第６号

令和６年度珠洲市病院事業会計予算

区　　　分 診 療 所 事 業

病 床 数 一 般 病 床 －



第２款

　第１項

　第２項

　第３項

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して

　不足する額１８８，２０３千円は、過年度分損益勘定留保資金１８８，２０３千円で補てんするもの

　とする。）。

　　収　　　　　入

第１款

　第１項

　第２項

　　支　　　　　出

第１款

　第１項

　第２項

　第３項

（企　業　債）

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。

－ 26 －

（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

院 内 設 備
更 新 事 業

２４２,０００

起債の目的 限　度　額 起債の方法 利　率 償　還　の　方　法

医 療 器 械
整 備 事 業

７４,８００ 普通貸借

又は

証券発行

5.0％
以 内 　　借入先の融資条件による。

　ただし、企業財政その他の都合

　により据置期間及び償還期限を

　短縮し、もしくは繰上償還又は

　低利に借換することができる。

投 資 ２,４００ 千円

建 設 改 良 費 ３１６,９７１ 千円

企 業 債 償 還 金 ５３９,４３１ 千円

病 院 事 業 資 本 的 支 出 ８５８,８０２ 千円

他 会 計 負 担 金 ３５３,７９９ 千円

病 院 事 業 資 本 的 収 入 ６７０,５９９ 千円

企 業 債 ３１６,８００ 千円

大谷診療所医業外費用 ２６ 千円

大 谷 診 療 所 特 別 損 失 １ 千円

診 療 所 事 業 費 用 ３,１０９ 千円

大 谷 診 療 所 医 業 費 用 ３,０８２ 千円



（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条　次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、

　若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する

　場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費 千円

交 際 費 千円

（他会計からの補助金）

第８条　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、８３，４５５千円である。

　また、国保会計からこの会計へ補助を受ける金額は、６，９７４千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第９条　たな卸資産の購入限度額は、８１５，０３３千円と定める。

珠洲市長　泉 谷 　満 寿 裕

－ 27 －

　　　　（１） １,６１４,８７９

　　　　（２） ５００

令和６年３月１１日 提出



水 道 事 業 会 計



（総　　則）

第１条　令和６年度珠洲市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（１） 件

（２） ㎥

（３） ㎥

（４）

千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　収　　　　　入

第１款

　第１項

　第２項

　　支　　　　　出

第１款

　第１項

　第２項

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不

　足する額４７８，８７８千円は、過年度分損益勘定留保資金４７８，８７８千円で補てんするものと

　する。）。

　　収　　　　　入

第１款

　第１項

　第２項

　第３項

１,６３５

５９６,６２７

３１９,４０９

千円

４０８,８１０

上 水 道 営 業 収 益

上 水 道 営 業 外 収 益

上 水 道 営 業 費 用

６,９００

上 水 道 営 業 外 費 用

２２１,４９５

１８７,３１５

５７８,７５０

上 水 道 事 業 収 益

工 事 負 担 金

千円

千円

千円

千円

５５３,６１７

千円

－ 29 －

千円

２５,１３３ 千円

出 資 金 ５１,９３４ 千円

他 会 計 負 担 金 ８,９６５

上 水 道 事 業 資 本 的 収 入 ６７,７９９

千円

議案第７号

給 水 件 数

年 間 総 給 水 量

一 日 平 均 給 水 量

主 要 な 建 設 改 良 事 業

上 水 道 改 良 事 業

６,３８４

令和６年度珠洲市水道事業会計予算

上 水 道 事 業 費 用



　　支　　　　　出

第１款

　第１項

　第２項

（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

　以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

千円

（他会計からの補助金）

第７条　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１１５，８７９千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第８条　たな卸資産の購入限度額は、２２，３３４千円と定める。

令和６年３月１１日 提出

珠洲市長　泉 谷 　満 寿 裕

令和７年度～令和８年度

期　間

珠洲市宝立浄水場宿直業務

企 業 債 償 還 金 ２０６,１５９ 千円

職 員 給 与 費 ７６,５４４

－ 30 －

事　項 限　度　額

１２，０２６

上 水 道 事 業 資 本 的 支 出 ５４６,６７７ 千円

上 水 道 建 設 改 良 費 ３４０,５１８ 千円



下 水 道 事 業 会 計



（総　　則）

第１条　令和６年度珠洲市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（１） 戸

（２） ㎥

（３） ㎥

（４）

千円

千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　収　　　　　入

第１款

　第１項

　第２項

　　支　　　　　出

第１款

　第１項

　第２項

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不

　足する額２４１，６９０千円は、当年度分損益勘定留保資金２４１，６９０千円で補てんするものと

　する。）。

　　収　　　　　入

第１款

　第１項

　第２項

　第３項

　第４項 負 担 金 等 ４,４８１ 千円

企 業 債 ４０１,９００ 千円

他 会 計 出 資 金 １５,９５８ 千円

－ 31 －

資 本 的 収 入 ８３８,０８７ 千円

国 庫 補 助 金 ４１５,７４８ 千円

営 業 費 用 ７２６,０４６ 千円

営 業 外 費 用 ４８,３９７ 千円

下 水 道 事 業 費 用 ７７４,４４３ 千円

営 業 収 益 １３１,５２０ 千円

営 業 外 収 益 ６４２,９２３ 千円

下 水 道 事 業 収 益 ７７４,４４３ 千円

浄 化 槽 設 置 推 進 事 業 ２４,０００

災 害 復 旧 費 ５０８,０００

議案第８号

一 日 平 均 処 理 水 量 ９９９

主 要 な 建 設 改 良 事 業

令和６年度珠洲市下水道事業会計予算

処 理 戸 数 ３,１６４

年 間 総 処 理 水 量 ３６４,７６０



　　支　　　　　出

第１款

　第１項

　第２項

（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

（企　業　債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、２００，０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

　以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

千円

（他会計からの補助金）

第９条　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、４０３，８２５千円である。

令和６年３月１１日 提出

珠洲市長　泉 谷 　満 寿 裕

職 員 給 与 費 ２１,３７４

－ 32 －

建 設 改 良 債 １０,１００

普通貸借

又は

証券発行

5.0％
以 内 　　借入先の融資条件による。

　ただし、企業財政その他の都合

　により据置期間及び償還期限を

　短縮し、もしくは繰上償還又は

　低利に借換することができる。

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる資金につい
て、利率の見直し
を行った後におい
ては、当該見直し
後の利率）

資 本 費
平 準 化 債

２９０,２００

災 害 復 旧 債 １０１,６００

珠洲市生活汚水処理等施設運転管理業務 令和７年度～令和８年度 ２９６,８６４

起債の目的 限　度　額 起債の方法 利　率 償　還　の　方　法

企 業 債 償 還 金 ５３７,８５６ 千円

事　項 期　間 限　度　額

資 本 的 支 出 １,０７９,７７７ 千円

建 設 改 良 費 ５４１,９２１ 千円


